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１．検討経緯と本日の目的

・第24回委員会(令和6年１２月開催)において、「宮崎海岸保全の基本方針は
見直さないが、付帯事項として“当初計画を変更すると、一部区間では浜幅
50m確保は技術的に困難である”といった主旨を追記する」とされた

・上記を受け、第１７回技術分科会(令和７年3月開催)では、技術的な見地から
の付帯事項について検討・議論した

・上記の議論を踏まえ、事務局で付帯事項（案）を作成した

・本日、付帯事項（案）について議論していただき、その議論を踏まえて付帯事
項を決定したい
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２．「宮崎海岸保全の基本方針」の目標に関する付帯事項（案）

・当初の計画（平成23年度策定）では、浜幅50mを確保し、
背後地への越波被害を防止するために堤長300mの突堤
が計画されていた。

・現時点（令和7年3月）では、当初の計画よりも小規模な施
設により目標を達成することを目指しているが、一部の区
域では直轄事業期間内に浜幅50mの確保が困難である。

・上記の区域では不足する浜幅の機能を補う対策を組み合
わせることにより、海岸の安全性（背後地への越波被害防
止）を確保する。

「宮崎海岸保全の基本方針」の目標に関する付帯事項（案）

※赤字は技術分科会案から事務局が変更した箇所
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参考１ ： 宮崎海岸保全の基本方針

第１０回委員会(平成２３年１２月開催)資料１０-Ⅰ
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参考２ ： 第17回技術分科会で議論・作成された案

・ 当初の計画（平成23年度策定）では、浜幅50mを確保し、
背後地への越波被害を防止するために堤長300mの突堤
が計画されていた。

・ 現時点（令和7年3月）では、当初の計画よりも小規模な施設
により目標を達成することが求められているが、一部の区
域では直轄事業期間内に浜幅50mの確保が困難である。

･“浜幅50m確保”が技術的に困難な区域では養浜と小規模
な施設を組み合わせることにより、環境と利用にも配慮し、
海岸の安全性を確保する。

第１7回技術分科会(令和７年３月開催)において作成

「宮崎海岸保全の基本方針」の付帯事項（技術分科会案）


